
東海市循環バス北ルート系統①第２便の運行経路の一部変更について（案）  

 

１ 協議内容 

昨年度、名和町女郎田地内交差点（裏面地図のとおり）において、朝の通勤時間

帯の交通安全上の確認が必要となり、令和２年（２０２０年）１１月１７日東－交

第９号にて書面協議を実施し、現在、当該交差点における北ルート系統①第２便は

迂回運行している。 

この度、当該交差点における交通安全上の確認が取れたため、迂回運行を取りや

め、新池方面から西進する北ルート系統①第２便は、当該交差点にて右折し、八幡

東方面へ北進するルートに変更するものである。 

 

２ 該当運行時間帯 

 

 

３ 変更運行開始日 

 令和３年（２０２１年）９月１日 

 

 

 

資料１１ 



４ 運行経路 

・名和駅前への到着時刻（7:45）への影響はないもの。 

 

変更前ルート 

変更後ルート 

廃止路線 0.6㎞ 

八幡東 

新池 


